レーザープリンタ等調達に係る見積提出依頼書（RFQ）

本見積依頼書（以下「RFQ」という。）は、本市の情報システム環境において、長期間（6年間）安定的に稼働が可能なプリンタ調達関係費用と、プリンタの利用に伴う消耗品調達費用を合わせたライフサイクルコスト（LCC）が最小となるプリンタ選定を目的としています。 本RFQは、先行して実施した情報提供依頼（RFI）および実機検証の結果に基づき、設置運用保守等の条件を追加した条件での価格提案を求めるものです。
本市は、本RFQで提出されたLCC総額を比較した結果に基づき、「機種 ＋ 消耗品(純正新品/純正リサイクル/再生品)の組合せ」を選定します。原則として、この選定結果を前提に以後の仕様確定および調達手続を進める予定です。
見積は本依頼書に記載されている条件に係る一切の費用を含めて算定し、LCCが最小と考える提案パターンを1つに限定して提出してください。
なお、プリンタの調達は機器調達、導入支援、保守対応、既設機器（旧機器）の撤去・返却を含めた６年間の賃貸借契約とし、消耗品(トナー・ドラム等)は年度毎に単価契約での調達を想定しています。

※本募集は情報収集を目的とするもので、将来の発注を確約するものではありません。
1. プリンタ調達概要
1 調達数量：300台
2 調達形態：賃貸借（リース）
3 賃貸借期間：令和8年12月1日～令和14年11月30日(72ヶ月)
4 運用開始（納入期限）：令和8年12月1日までに完全に使用できる状態
5 業務範囲：導入支援（設定・設置等）、保守、旧機器撤去・返却
6 支払い方法：毎翌月払い
7 納入場所：「【別紙2】_設置予定拠点一覧」のとおり
全プリンタ設定の作成・検証、展開スケジュールの策定、プリンタの設置・設定、旧プリンタの回収並びに、維持管理を目的とした保守業務を賃貸借契約に含める。
2. プリンタ機種
検討対象機種は次のいずれかに限る。
提出者は、いずれか1機種を選択し見積を提出すること。
1 OKI製：〔型番：B833dn〕
2 RICOH製：〔型番：P6500〕

また、増設トレイについて下記数量を納入すること。
1 増設トレイ(250枚以上)：300台
2 増設トレイ(500枚以上)：50台
3. 導入作業
（１） 基本要件

1 本市との連絡窓口となる専任体制を敷き、対応すること。
2 納入前に行う各種作業の作業場所について確保すること。
3 納入スケジュール、設置場所については、変更があり得るので、その際は本市の指示に従うこと。現在導入を予定している設置場所は「【別紙2】_設置予定拠点一覧」を参照のこと。
4 端末の納入予定スケジュールは以下のとおり。
デジタル推進課での動作検証・・	10日
プリンタ搬入→現地展開・・	60日

(2) プリンタの設定
1 納入する機器については、本市と協議の上設定内容を十分に検討すること。なお、設定に際して必要となるIPアドレス等の設定情報については、本市から提供する。設定情報については、間違いがないことを十分に確認して作業すること。
2 納入する機器については、以下のシール（テプラ可）を貼付すること。
・プリンタ名（内容は本市から指定）
　・デジタル推進課契約の機器と分かるもの（内容は本市から指定）
　・保守連絡先の電話番号
　・保守管理番号、製造番号など保守連絡の際に必要な情報

(3) 新プリンタの設置作業
1 作業体制を明確にし、必ず統括責任者を置き、対応すること。
2 機器の搬入、設置は本市の指示に基づき施設単位で行うこと。
3 住民情報用プリンタの設置は、業務時間外（平日の17時半以降や閉庁日）の作業を想定している。ＯＡ用プリンタの設置は、業務時間内を想定している。なお、施設によっては、ＯＡ用プリンタの設置を業務時間外に実施する場合もある。
4 納入機器の取り扱い等に関する質疑については、作業に支障のない範囲内で速やかに回答すること。
5 その他本市が必要と判断した事項については、現地にて速やかに対応すること。
6 後述(4)～(５)の手順まで含めプリンタ1台あたり約60分の作業時間を見込むこと。
7 本市の入替スケジュールに従って順次入れ替えを行うこと。
(4) 新プリンタ設置後の動作確認について
新プリンタにおける動作確認を市が提示する手順に基づいて速やかに行うこと。
(5) 本市による検収
設置作業完了後は、本市担当者に速やかに報告し、設置状況、動作確認等検収を受
けること。
(6) 導入作業員の選定および管理
業務執行にあたる作業員の選定および管理について責任を負うこと。
4. 保守要件
（１） 保守窓口の設置および役割
1 納入機器（プリンタ本体、増設トレイ等）の障害発生時及び操作不明時の問い合わせ並びに保守部品（メンテナンスキット等）の発注依頼を受け付ける専用の保守窓口(コールセンター等)を設置すること。ただし、保守部品（メンテナンスキット等）に発注については、別途保守サービスに含まれており発注が不要である場合はその限りでない。
2 保守作業に関して、本市の故意・過失による場合を除き、本市に対し別途費用を請求することはできない。
3 保守要員については、納入機器の仕様を熟知し、適切に保守が可能な人員であること。

(2) 保守体制および対応時間
1 原則として当日中の現地対応を行うこと。
ただし、障害受付時刻、要員手配、部品調達、交通事情その他の事情により、翌開庁日の現地対応となっても差し支えない。
2 「【別紙2】_設置予定拠点一覧」のうち、当日対応が必要となっている拠点については、当日中の現地対応を必須とする。当該拠点に対して当日対応が可能となる体制を整備し、見積金額に含めること。
3 対応時間：平日9:00～17:30(行政機関の休日に関する法律第1条に定める休日を除く)

(3) 市への報告
納入機器の稼動分析報告、障害報告を四半期に１回行うこと。
報告内容は、以下の通りとし、報告書として提出するものとする。
ア：　プリンタ保守内容
1 メンテナンスキット交換
2 手差しトレイ軸部破損
3 手差し駆動部汚れ
4 用紙吸湿
イ：　保守対応詳細
1 発生日時
2 作業日時
3 設置場所
4 プリンタ名（シール等で貼付されているもの）
5 原因詳細
6 処置詳細

(4) 特記事項
1 納入機器（付属品を含む）はすべて保守対象とし、１つの保守窓口で対応すること。ただし、本市が対応する方が望ましいと本市が判断する場合はこの限りではない。
2 納入機器の稼動に必要な障害対応等の技術支援について、本市の依頼に基づき確実に実施すること。
3 プリンタの賃貸借契約後には、保守・連絡体制、サポート内容・方法、メーカー連絡先、担当者等について、速やかに文書を作成し、本市に提出すること。
4 プリンタの賃貸借契約期間の開始前であっても入れ替えたものから保守を開始すること。
5 保守サービスを受けるにあたり、メーカーへのユーザー登録や機器登録等が必要な場合は、提出者の責任において代行し、完了させること。
6 業務執行にあたる作業員の選定および管理については、提出者が責任を負う。 

(5) 定期交換部品(メンテナンスキット等)
1 トナー/ドラムを除く定期交換部品(例：定着器、給紙ローラー等)について、契約期間中に必要となる部品費用および交換に要する費用(作業費、出張費等を含む)は、見積金額に含めること。
2 定期交換部品の交換方法は、職員交換または保守員による交換のいずれでも可とする。提出者は総額が最も安価になると考える方式での見積を提出すること。職員交換で提出する場合、職員が交換できるよう、交換手順書等(紙/電子いずれも可)の提供を見積に含めること。
3 上記いずれの方式を採用する場合でも、当該部品の交換・不具合等を含め機器の保守を行い、障害発生時には業務継続可能な状態に復旧させること。
5. 既設機器(旧機器)の撤去・返却
本件機器の導入に伴い不要となる既設機器（以下「旧機器」という）について、各設置場所からの撤去、搬出、一時保管、および現行リース業者の指定場所への返却を行うこと。
1 対象機器および数量
撤去対象となる旧機器の総数は約450台である。内訳は以下の通り。
入替撤去分（約285台）：本件機器の設置と引き換えに撤去するもの。　
単独撤去分（約165台）：本件機器の設置を伴わず、撤去のみを行うもの。
新規設置分（約15台）: 本件機器の設置のみを行うもの。
※詳細な場所および台数は、「【別紙2】_設置予定拠点一覧」および「【別紙3】_撤去対象拠点一覧」を参照すること。なお、組織改編によって変更される可能性がある。

2 撤去および一時保管
現行リース契約の満了に伴う返却可能期間は令和8年11月1日以降である。それより前に各拠点から撤去するスケジュールとなる場合、返却可能日までは見積提出者の責任と負担において、一時保管すること。

3 返却場所および方法
旧機器の返却は、以下のいずれかの方法によること。
なお、いずれの場合も運搬・返却に要する費用を含めること。

ア．原則（指定場所への持込）
現行リース業者の指定する以下の返却場所へ、搬入・返却すること。
・場所：大阪市港区福崎 周辺
・搬入条件
搬入可能期間：令和8年11月1日以降
搬入制限：1日あたり30台を上限とする（要事前調整）
車両制限：10t未満の車両（4t車推奨）
曜日・時間帯：平日9時～17時(12時～13時は除く)

イ．例外（指定業者による引取）
見積提出者が現行リース業者と協議し、現行リース業者の指定する運送業者等が本市（または見積提出者の一時保管場所）へ回収に来る方法（軒先渡し等）が可能となった場合は、その方法によることも可とする。
※現行リース業者への相談窓口
リコーリース株式会社　奥野様　Shunta.Okuno@r-lease.co.jp

4 責任の所在
現行リース業者への引き渡しが完了し、受領印または受領書の取得までの間、
旧機器の管理責任（紛失・破損等への対応）は見積提出者が負うものとする。
6. 物品調達概要(単価契約想定)
1 契約期間(初年度想定)：令和8年12月1日～令和9年3月31日
※以降、年度毎更新を想定
2 対象：トナーカートリッジ、ドラムユニット(以下「物品」)
3 納入場所：市が指定する場所(詳細は「【別紙2】_設置予定拠点一覧」のとおり)
7. 物品の規格等
1 利用可能な物品区分：トナー/ドラムは、メーカー純正新品、メーカー純正リサイクル品、リサイクル品(再生品) の使用を可とする。見積書提出時に、利用区分および物品の型番を明示すること。
2 品質保証：納入する物品は、品質が適正であること(液漏れ、外装破損等がないこと)。また、メーカー等が定める使用期限内のものであること。
3 保守責任：上記いずれの「利用可能な物品区分」を採用する場合でも、当該部品の交換・不具合等を含め機器の保守を行い、障害発生時には業務継続可能な状態に復旧させること。
8. 物品の発注及び納入方法
1 定期発注：市は原則として、上半期(4月)及び下半期(10月)の年2回、各拠点の必要数量をまとめて物品を発注する。
2 納入：見積提出者は、発注を受けた物品について、指定された各拠点へ納入すること。
9. 単価見積の記載事項
提案機種に対応する型番で、少なくとも以下を記載すること。
1 定物品名・型番(トナー/ドラム等)
2 単価(税抜)
3 印字可能枚数(根拠：メーカー公表値等)
10. 参加資格要件
1 レーザープリンタの保守サービス提供が可能であること。
2 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと。
3 会社更生法・民事再生法の手続申立がないこと。
4 暴力団等に該当しないこと。
5 適正な執行体制を有し、本市の指示に柔軟に対応できること。

11. 提出書類
1. 見積書
「【様式1】_見積書」を利用し、以下①+②の合計額をLCCとして提出
1 プリンタの賃貸借契約に関する費用（上記１～６が該当）
機器関連(リース料、導入作業、保守、撤去返却 等)を含めること。
2 プリンタの賃貸借契約中（６年間）に発生する物品(トナーカートリッジ、ドラムユニット)の調達費用（上記7～9が該当）
消耗品(トナー/ドラム等)の単価が分かること。
1台あたりの年間印刷枚数は25000枚として、数量/金額を算出すること。
2. 提案機種/物品一覧
提案プリンタ機種名
（OKI製：〔型番：B833dn〕又はRICOH製：〔型番：P6500〕）、
物品型番、印字可能枚数を含むこと
12.質問受付
1 質問期限：令和8年4月23日(木) 18時まで
2 質問方法：14.問い合わせ先記載のアドレス宛に提出すること。
「【様式2】_質問書」を利用すること。
※質問と回答は、必要に応じて本ページ上で公開する。
1３. 提出期限・提出方法
1 提出期限：令和8年4月30日(木) 18時必着
2 提出方法：14.問い合わせ先記載のアドレス宛に見積書を提出すること。
14. 問い合わせ先
西宮市 総務局 デジタル推進部 デジタル推進課
担当：長谷川
TEL：0798-35-3523
E-mail：jyosys@nishi.or.jp

以　上
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